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市政を問う !
一般質問

未来そうま
杉本智美議員

問
　
交
流
人
口
の
増
加
を
見
込
め
る
新
た

　
　
な
施
策
に
つ
い
て
問
う
。

答
　
今
後
整
備
さ
れ
る
施
設
を
活
用
し

　
　
た
事
業
を
視
野
に
入
れ
、
関
係
機

　
　
関
と
の
連
携
を
図
っ
て
い
く
。

　

当
市
に
お
い
て
は
交
流
人

口
の
拡
大
に
向
け
、
施
設
整

備
な
ど
に
取
り
組
ん
で
お
り
、

震
災
以
降
、
交
流
人
口
の
数

は
順
調
に
伸
び
て
き
て
い
る

が
、
交
流
人
口
を
常
に
増
加

さ
せ
る
事
は
非
常
に
困
難
で

あ
る
と
考
え
る
。

　

著
し
い
減
少
が
あ
る
場
合
、

事
業
内
容
の
見
直
し
も
考
え

な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

新
た
な
施
策
を
実
施
す
る

考
え
に
つ
い
て
伺
う
。

問　

交
流
人
口
の
増
加
を
見

込
め
る
新
た
な
施
策
に
つ
い

て
問
う
。

答　

今
後
整
備
す
る
水
産
物
等

直
売
施
設
や
尾
浜
地
区
復
興
交

流
広
場
、
再
開
が
見
込
ま
れ
る

原
釜
尾
浜
海
水
浴
場
、
建
設
を

交
流
人
口

進
め
る
仮
称
ス
ポ
ー
ツ
ア
リ
ー

ナ
そ
う
ま
第
２
体
育
館
を
活
用

し
た
大
会
の
誘
致
、
東
北
中
央

自
動
車
道
の
全
線
開
通
を
視
野

に
入
れ
な
が
ら
、
相
馬
商
工
会

議
所
等
の
関
係
機
関
及
び
団
体

と
の
連
携
を
初
め
、
市
民
一
丸

と
な
っ
て
交
流
人
口
の
増
加
に

向
け
て
取
り
組
ん
で
ま
い
り
た

い
。

　
問　

相
馬
駅
を
起
点
と
し
た

観
光
・
交
流
に
つ
い
て
問
う
。

答　

現
在
、
Ｊ
Ｒ
常
磐
線
は

富
岡
・
浪
江
間
が
不
通
と

な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
現

段
階
に
お
い
て
、
相
馬
駅
が

観
光
交
流
の
起
点
と
な
る
状

況
に
は
な
い
も
の
と
考
え
て

い
る
が
、
震
災
以
前
に
は
、

お
座
敷
列
車
や
パ
ー
ク
ゴ
ル

フ
列
車
な
ど
の
商
品
を
企
画

し
、
観
光
客
を
誘
客
し
て
き

た
こ
と
か
ら
、
今
後
の
Ｊ
Ｒ

常
磐
線
の
全
線
開
通
の
時
期

を
踏
ま
え
、
Ｊ
Ｒ
東
日
本
と

連
携
し
て
、
相
馬
駅
を
利
用

し
た
観
光
企
画
を
検
討
し
て

い
く
。

そうま維新
根岸利宗議員

問
　
非
正
規
職
員
の
待
遇
改
善
に
つ

　
　
い
て
問
う
。

答
　
国
の
制
度
の
導
入
に
あ
わ
せ
て

　
　
待
遇
の
改
善
を
図
っ
て
い
く
。

　

全
国
的
に
非
正
規
雇
用
と

正
規
雇
用
の
格
差
は
広
が

り
、
ま
た
、
非
正
規
雇
用
の

割
合
は
４
割
を
越
え
て
い
る

と
の
こ
と
だ
。

　

非
正
規
雇
用
者
の
待
遇
改

善
は
必
須
で
あ
り
、
現
在
、

政
府
も
「
働
き
方
改
革
」
な

る
も
の
を
強
く
打
ち
出
し
て

い
る
。

　

相
馬
市
役
所
に
お
い
て

も
、
非
正
規
職
員
の
待
遇
改

善
に
率
先
し
て
取
り
組
む
べ

き
と
の
考
え
か
ら
、
何
点
か

伺
う
。

問　

非
正
規
職
員
の
待
遇
改

善
に
つ
い
て
問
う
。

答　

期
末
手
当
や
退
職
手
当

の
支
給
な
ど
を
規
定
し
た
会

計
年
度
任
用
職
員
制
度
の
導

非
正
規
職
員
の
現
状
と
待
遇
改
善

入
に
あ
わ
せ
て
、
非
正
規
職

員
の
賃
金
や
手
当
等
の
改
善

を
図
っ
て
い
く
。

　

ま
た
、
非
正
規
職
員
を
含

む
職
員
の
メ
ン
タ
ル
面
で
の

対
応
と
し
て
、
ス
ト
レ
ス

チ
ェ
ッ
ク
や
メ
ン
タ
ル
ヘ
ル

ス
研
修
を
実
施
す
る
と
と
も

に
、
産
業
医
な
ど
に
面
談
で

き
る
機
会
を
設
け
て
い
る
。

問　

非
正
規
職
員
の
現
状
に

つ
い
て
問
う
。

答　

一
般
行
政
事
務
の
補
助

員
を
初
め
と
し
て
、用
務
員
、

給
食
調
理
員
な
ど
の
単
純
労

務
職
員
に
非
正
規
職
員
を
雇

用
し
て
お
り
、
東
日
本
大
震

災
以
降
、
全
国
か
ら
の
派
遣

職
員
に
加
え
、
非
正
規
職
員

を
雇
用
し
て
、
復
旧
、
復
興

事
業
の
業
務
量
増
加
に
対
応

し
て
き
た
。
近
年
、
市
立
幼

稚
園
、
小
・
中
学
校
の
通
常

学
級
で
日
常
生
活
上
、
介
助

等
の
サ
ポ
ー
ト
を
要
す
る
園

児
、
児
童
・
生
徒
の
在
籍
者

増
加
に
よ
り
、
特
別
支
援
教

育
支
援
員
の
雇
用
が
ふ
え
て

い
る
。

　

平
成
29
年
11
月
１
日
現

在
、
市
が
雇
用
し
て
い
る
非

正
規
職
員
の
数
は
、
教
育
委

員
会
104
名
、市
長
部
局
64
名
、

農
業
委
員
会
２
名
の
合
計
170

名
と
な
っ
て
い
る
。

そ
の
他
の
質
問　

・
旧
庁
舎
解
体
後
の
活
用

・
相
馬
市
長
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト

　

検
証
会

そ
の
他
の
質
問　

・
介
護
、
福
祉
、
医
療
の
連

　

携
・
災
害
公
営
住
宅
の
払
い
下

　

げ


